
長崎県体育施設指定管理者の候補者決定について 

 

１.指定管理者候補者 

施設名 募集方式 候補者 

・県立総合体育館 

・県営野球場 

・県小江原射撃場 

 

一括公募 

長崎市淵町2番25号 

長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 

代表取締役社長 鈴木 弘文 

・県立総合体育館 

県北トレーニング室 

・県立武道館 

 

一括公募 

佐世保市椎木町無番地 

財団法人佐世保市体育協会 

理事長 伊藤 正男 

 

２．選定経過 

 （１）募集期間     平成 22年 7月 30日～平成22年 9月 14日 

 （２）応募団体 

（ア）県立総合体育館、県営野球場、県小江原射撃場 

（１者）・長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 

    （イ）県立総合体育館県北トレーニング室、県立武道館 

（２者）・財団法人佐世保市体育協会 

    ・団体A 

 （３）選定方法 

     平成 22年 10月２０日に、外部有識者５名で構成する指定管理者選定委員会 

     において、事業計画書の内容等の審査を行なった。 

（４）選定委員（５名） 

     学識経験者（２名）、財務専門家、教育関係者、類似施設関係者 

 



 （５）選定結果（５００点満点） 

   審査表及び採点基準は別紙「長崎県体育施設指定管理者評価表」のとおり 

（ア）県立総合体育館、県営野球場、県小江原射撃場 

・長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社     ３８０点  

     （イ）県立総合体育館県北トレーニング室、県立武道館 

・財団法人佐世保市体育協会         388点 

  ・団体A                  358点 

 （６）選定理由 

（ア）県立総合体育館、県営野球場、県小江原射撃場 

                  これまでの施設管理のノウハウをもとに、引き続き安定的な管理運営 

が期待され、県負担金のさらなる削減も図られている。 

     （イ）県立総合体育館県北トレーニング室、県立武道館 

         負担金の額が団体Aの提案より低く、また、所在地が佐世保市で地 

域とのつながりがあり、体育協会ということで競技団体との円滑な連携 

が期待できる。さらに、佐世保市の多くの施設を管理しており、清掃等 

の委託業務に関して一括して入札等を行うことができ経費削減が見込ま 

れる。 

 （７）議事要旨 

     別紙「選定委員会議事要旨」のとおり 

 （８）事業計画書 

（ア）県立総合体育館、県営野球場、県小江原射撃場 

・長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社   

     （イ）県立総合体育館県北トレーニング室、県立武道館 

・ 財団法人佐世保市体育協会      

    長崎県教育庁体育保健課において閲覧できます。 



３.今後のスケジュール 

 （１） 平成 22年 11月定例県議会に議案提出 

    （「公の施設の指定管理者の指定について」） 

 （２）議決後、指定管理者として知事が指定 

 （３）次期指定管理期間 平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日まで（５年間） 

 

 

４．問い合わせ先 

  〒850-8570 長崎市江戸町2-13 

  教育庁 体育保健課 総務管理班 

ＴＥＬ 095-894-33９2 

  ＦＡＸ 095-894-347８ 

  e-mail s400５0@pref.nagasaki.lg.jp 

 



□長崎県体育施設指定管理者評価表 (別紙）

　　　　申 請 者  〔　　                          　〕

　　　　委員氏名 〔　     　　　　　　　　　　　　　　〕

 　　　《評価基準》　5：非常に優れている　　4：優れている　　3：普通　　2：やや劣る　　1：非常に劣る

項　　　目 倍率（Ｂ） 評点（Ａ×Ｂ）

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

評価の観点

利用者サービ
スの向上

３ 施設での事業展開、方策に関する事項 　（２０点満点）

×4スポーツ医科学に対する取組は適切であるか

体育・スポーツを調査・研究し情報提供する取組は適切で
あるか

４ 施設の管理運営能力等に関する事項 　（２０点満点）

競技力向上に対する取組は適切であるか

自主事業への取組は適切であるか

開閉館日・時間等は利用者に配慮したものとなっているか

現行の時間区分及び料金設定と比較してサービス向上や
利用者の増加につながる料金設定であるか

効率的な人員配置や施設設備の効率的な維持管理がな
されるか

県や関係団体等による優先利用と県民の平等利用との
整合性はとれているか

減免についての考え方は適切であるか

評価（Ａ）

施設利用にあたって、関係団体との連携・調整が図られる
か

事業を進めるうえで、関係団体との連携が図られるか

事業計画と整合した収支計画であり十分実施できるもの
となっているか

各施設の維持・管理の方法は適切であるか

利用者の安全確保、事故防止対策等は万全か、また、職
員等の訓練等の計画は適切であるか

１ 管理運営の基本方針に関する事項　（１０点満点）

管理運営方
針

管理運営方針は、施設の設置目的に沿っているか

生涯スポーツ振興への取組は適切であるか

×2

×4

×2

×2

組織及び人員
等

５ 危機管理体制等に関する事項 　（１０点満点）

危機管理・事
故対応等

災害等緊急時の危機管理体制が確立されているか

管理運営に必要な知識及び経験を有する専門職員等が
適切に配置されるか

利用者のニーズ（意見・要望・苦情）等に適切に対応でき
るか、また職員の指導育成や研修体制は十分であるか

同種事業の実施実績や管理運営能力は十分であるか

公の施設管理者としてふさわしい団体であるか

合　　　　　計　（各項目合計１００点）

２ 施設の効用の発揮及びサービスの向上に関する事項 　（２０点満点）

６ 収支計画に関する事項 　（２０点満点）

施設の効用
の発揮

収支計画

事業内容

経費縮減の方策と利用者サービスのバランスは取れてい
るか

県民の平等な利用を確保する方法は適切であるか

人件費、管理費等の積算内訳は適切であるか

管理運営に必要な組織及び人員が確保されているか

×2

×4

個人情報の保護について、適切な取り扱いが確保されているか

情報公開に関する取組は適切であるか
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（別紙） 

長崎県教育委員会指定管理者選定委員会 議事要旨 

 

１．委員会の開催状況 

 第１回 平成２２年 ９月 ８日（水）１３：００～１５：３０ 

 第２回 平成２２年１０月１３日（水）１０：３０～１５：３０ 

 第３回 平成２２年１０月２０日（水）１０：３０～１５：３０ 

 

２．審議内容 

【第１回指定管理者選定委員会】 

（１）委員長の選任 

   ・委員の互選により、委員長が選任された。 

（２）審査対象施設について 

   ・事務局より、審査対象施設は青少年教育施設と体育施設であること、及びそ 

    の概要等について説明を行なった。 

（３）審査方法の審議 

   ・次回以降の選定委員会で、応募者からのプレゼンテーションを実施し、委員 

    による採点、審議のうえ、候補者を選定することが決定された。 

   ・非公募施設についてもプレゼンテーションを実施し、公募施設と同様の方法 

    により、審査することが決定された。 

（４）審査基準の審議 

   ・審査基準及び配点などについて審議が行われた。 

（５）今後のスケジュールについて 

   ・第２回では青少年教育施設、第３回では体育施設を対象に審査を実施するこ 

    とが決定された。 

 

【第２回指定管理者選定委員会】（青少年教育施設の審査） 

（１）応募状況の説明 

   ・事務局（生涯学習課）から、公募施設については１団体から応募があったこ 

    と、非公募施設も公募施設と同様の審査をし、その結果を公表することなど 

    の説明を行なった。 

（２）一括公募施設応募者のプレゼンテーション 

   ①応募者からの事業計画説明 

   ②質疑応答（主な質問は以下のとおり） 

    ・長崎県青少年体験活動推進協会 

     青少年教育施設の管理運営方針、人員配置や危機管理体制などの管理体制、 

     集客増加策の具体的内容等事業計画、コスト縮減手法と県負担金の考え方 

     などについて 

（３）一括公募施設応募者の採点、審議 

   ①採点結果 
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    評価表は、別紙「長崎県立青少年教育施設指定管理者評価表」のとおり 

    ・特定非営利活動法人 長崎県青少年体験活動推進協会 ３７５点 

   ②指定管理者候補者の選定と選定理由 

   【候補者】 

    ○佐世保青少年の天地、千々石少年自然の家、世知原少年自然の家 

       特定非営利活動法人 長崎県青少年体験活動推進協会 

   【選定理由】 

    ・人員配置や緊急時の危機管理体制など適正な管理運営体制となっており、 

     安全・安心な利用が確保されている。 

    ・青少年教育施設としての事業内容に加え、生涯学習施設として熟年者層を 

     対象にした事業の充実を積極的にはかる提案内容であり、利用者層の拡大、 

     利用者数の増加など、施設の利用促進が期待できる。 

    ・充分な青少年教育施設の管理運営実績とノウハウを有し、また、候補者自 

     体の財務状況も良好であり、安定した管理運営が期待できる。 

    ・主催事業や修繕計画などについては施設で連携し、効率的な施設運営を行 

     うことで県負担金の縮減が図られている。 

   【意見】 

・天候悪化などの警報が発令されたとき、明確な規準で野外活動を中止する 

必要があるので、今後とも安全管理については注意を払っていく必要があ 

る。 

・リピーターをできるだけ確保していく方向で、今後の事業計画を組み立て 

ていくべきである。 

・施設と高齢者との関わりを主催事業でも考えていく必要がある。 

・青少年教育施設に係わってくれる地域のボランティアを開拓していくこと 

も必要ではないか。 

 

（４）非公募施設指定管理者のプレゼンテーション 

   ①各施設の事業計画説明 

   ②質疑応答（主な質問は以下のとおり） 

     青少年教育施設の管理運営方針、人員配置や危機管理体制などの管理体制、 

     集客増加策の具体的内容等事業計画、コスト縮減手法と県負担金の考え方 

     などについて 

 

（５）非公募施設指定管理者の採点、審議 

   ①採点結果 

    評価表は、別紙「長崎県立青少年教育施設指定管理者評価表」のとおり 

    ・西彼青年の家施設運営協会             ３７４点 

    ・対馬青年の家施設運営協会             ３５０点 

    ・新上五島町                    ３５５点 

   ②指定管理者候補者の選定と選定理由 
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   【候補者】 

    ○西彼青年の家 

       西彼青年の家施設運営協会 

    ○対馬青年の家 

       対馬青年の家施設運営協会 

    ○上五島海洋青少年の家 

       新上五島町 

   【選定理由】 

    ・これまでのノウハウの蓄積等をもとに、これまでの管理運営方法を踏襲し 

     た適切な計画が各施設とも提案されている。 

   【意見】 

    ・育児をする若い父親や独身の青年達の活動の場として施設を活用してもら 

     い、新しい利用者を開拓してはどうか。（西彼青年の家） 

    ・地域の住民がボランティアとして、非常に施設運営をサポートしており、 

     地域と密着した活動をしている。（上五島海洋青少年の家） 

    ・国際交流については、対馬市にいる韓国の国際交流員を活用した事業を実 

     施してはどうか。（対馬青年の家） 

 

【第３回指定管理者選定委員会】（体育施設の審査） 

（１）応募状況の説明 

     ・事務局（体育保健課）から、長崎地区にある県立総合体育館、県営野球場、 

県小江原射撃場の３施設に１団体、佐世保地区にある県立総合体育館県北ト 

レーニング室、県立武道館の２施設に２団体から、応募があったことなどが 

報告された。 

 （２）一括公募施設応募者のプレゼンテーション 

   ①長崎地区  

（ア）応募者からの事業計画説明 

   （イ）質疑応答（主な質問は以下のとおり） 

    ・長崎ダイヤモンドスタッフ（株） 

     スポーツ医科学事業の見込みなど施設での事業展開、運営実績を反映させ 

た計画の具体的内容、県負担金縮減等の収支計画などについて 

②佐世保地区 

（ア）応募者からの事業計画説明 

   （イ）質疑応答（主な質問は以下のとおり） 

    ・団体 A 

     利用者の視点にたった利用者増加策など県民サービスの向上、人員配置や

危機管理体制等の管理運営体制などについて 

 

・（財）佐世保市体育協会 

     佐世保市施設を含めたサービス向上、クレームや事故などの危機管理体制、
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利用者に合わせたプログラム開発等の利用者増加策などについて 

 

（３）一括公募施設応募者の採点、審議 

①長崎地区 

（ア）採点結果 

    評価表は、別紙「長崎県体育施設指定管理者評価表」のとおり 

    ・長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社    ３８０点 

    （イ）指定管理者候補者の選定と選定理由等 

    【候補者】 

     ・長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社  

    【選定理由】 

・これまでの施設管理のノウハウをもとに、引き続き安定的な管理運営が

期待され、県負担金のさらなる削減も図られている。 

    【意見】 

・ 民間団体ということもあるが、スポーツドクターとの関わりについては、

しっかりやっていただきたい。 

・ スポーツ医科学の分野では、蓄積されたデータを今後 5 年間で活用をお

願いしたい。 

・ 県民のスポーツ実施状況調査では、スポーツはやりたいが何らかの理由

で実施できない状況があるので、民間団体の強みを活かしてスポーツを

実施できるよう計画等行ってほしい。 

 

②佐世保地区 

（ア）採点結果 

    評価表は別紙「長崎県体育施設指定管理者評価表」のとおり 

      ・団体Ａ                 ３５８点 

    ・財団法人佐世保市体育協会        ３８８点 

（イ）指定管理者候補者の選定と選定理由等 

     【候補者】 

     ・財団法人佐世保市体育協会         

     【選定理由】 

     ・負担金の額が団体 A の提案よりも低く、また、所在地が佐世保市で地域と

のつながりがあり、体育協会ということで競技団体との円滑な連携が期待

できる。さらに、佐世保市の多くの施設を管理しており、清掃等の委託業

務に関して一括して入札等を行うことができ、経費削減が見込まれる。 

    【意見】 

・ 来年度長崎スポーツビジョンが見直しされるが、柔軟に対応して欲しい。 

・ 利用に恵まれない地域を含め、県全体をカバーする必要がある。 


